
 

（警察指導委員との駅構内合同巡回） 

 

 

 

 

 

 
 

 

『 新 年 度 の ご 挨 拶 』 

       那須塩原市教育委員会事務局教育部 生涯学習課長兼青少年センター所長  粟野 誠一 

市民の皆様には、日頃より青少年の健全育成にご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 青少年の健全育成は、社会の発展に必要であり、誰もが願うところであると思います。 

 近年、青少年による非行や犯罪は減少傾向にあるものの、ＳＮＳによる、ネットいじめや個人情報の流

出、ネット犯罪に巻き込まれるなど新たな問題が生じています。こうした中、次代を担う青少年が夢と希

望を抱き、健やかで明るく育つよう、家庭、学校、地域が連携を図るとともに、関係機関が一体となって、

青少年を取り巻く環境の浄化や非行防止活動に取り組んでいく必要があります。 

那須塩原市では、地域ぐるみで子どもを育てる意識を持ち、「ふるさと那須塩原市」を愛する心豊かで

たくましい青少年を育てることを目指しています。 

当センターといたしましても、昨年度は「家庭の日」や「こどもを守る家」の PR、「青少年の健全育成

の啓発」、「巡回指導の充実」、などを斬新なアイデアを持って取り組み効果をあげました。特に「『こども

を守る家』設置」にあっては、各小学校及び義務教育学校の協力を得て、１７０件増加することができま

した。また、「青少年の健全育成の啓発」にあっては、花の苗を配布し、多くの皆様と温かい家庭のあり

方について話し合い効果をあげました。 

これからも、子どもたちが安心・安全に過ごせるよう学校や地域と緊密に連携し、市民の皆様のご協力

を得ながら、地域巡回指導や環境浄化活動等を実施し、子どもたちの健全な育成を図ることにより、那須

塩原の青少年が心豊かでたくましく、笑顔と輝きに満ちた生活が送れるよう努力して参ります。 

 今後とも皆様のより一層のご協力を賜りますようお願い申し上げ、年度当初のご挨拶といたします。 

 

◇少年指導員の巡回指導状況 

那須塩原市には学識経験者や市内の小・中学校

及び義務教育学校、高校の教諭、ＰＴＡ代表、警

察職員で組織する「那須塩原市少年指導員会」が

あります。指導員数は１１６名（２４班）で毎月、

おもに夕方以降、市内のゲームセンターやコンビ

ニ、公園等を巡回して、 青少年への「声掛け」

や指導をしています。さらに、お祭り等のイベン

ト等の特別巡回指導も行っています。 

なお、指導員は巡回時「腕章」と「指導員証」を携帯し、指導時は「身分や

目的」等を告げて指導します。 

巡回回数 ３０２回 

巡回人数 １，１３３人（延べ） 

指導内容 人  数   

飲酒・喫煙   ０人 

怠 学   ０人 

学校帰り  ６２人 

自転車  １８人 

その他   ０人  

合 計  ８０人 

那須塩原市青少年センター 

那須塩原市あたご町２－３ 
Tel 0287-37-5925  Fax 0287-37-5479 

青少年センターだより 

平成３１年４月号 

  

平成30年度の巡回指導の結果

女子高生への指導の様子 

少年指導相談員の巡回風景 



 

旧黒磯市・旧西那須野町時代のもの 

◇『こどもを守る家』協力者を募集しています 

 ～地域のチカラで、子どもたちを守る～ 

「こどもを守る家」は、子どもたちが危険を感じた時に駆け込める場

所で、市民の皆様の協力を得て設置しています。地域で子どもたちを見

守っている目印となり、不審者への抑止効果を発揮していますが、近年

は協力者が減少しています。子ども

たちにとって安心・安全な地域づく

りのために、「こどもを守る家」の

協力者を募集します。お電話お待ちしております。 

なお、右の絵２つの看板は、旧黒磯市・旧西那須野町

時代のものです。もし、そのまま設置されている場合は、

ご連絡をお願いします。新しい『こどもを守る家』の看

板をお送りいたします。     

青少年センター（生涯学習課内 ☎0287-37-5925） 

 

◇平成３０年度「白ポスト」の回収状況 

「白ポスト」とは、子どもたちの目に触れさせたくない有害図書や雑誌、

成人向けＤＶＤ等を廃棄する箱です。 

〇設置場所：ＪＲ黒磯駅東口、ＪＲ那須塩原駅東口、ＪＲ西那須野駅東口 

〇回 収 量：有害図書等：４９５冊、DVD等：４４５枚（平成３０年度） 

※青少年センター職員が定期的に回収し、クリーンセンターで処分しています。 

最近、家庭用ゴミ、たばこの吸い殻などが投入されており、火災の危険も考えられます。適正な

利用方法をお願いすると共に、不適切な利用行為等を見かけた場合は青少年センターまでご連絡

ください。 

 

 

◇青少年センターの相談業務について 

～一人で悩まず まずは相談してみましょう～ 

当センターでは、青少年の健全育成のため、人生経験豊かな少年相談員による助言や関係支援機

関・団体への紹介を行っています。問題行動・非行等に悩む少年・保護者や関係者等、電話や面

接により対応しています。 お気軽にご相談ください。   

 青少年センター：0287-37-5925  

現在の看板 


